
京 都 大 学 環 境 安 全 保 健 機 構 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（趣旨） （趣旨）
第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組 第１条 （同 左）

織に関する規程（平成１６年達示第１号）第４
７条の２の規定に基づき、京都大学環境安全保
健機構（以下「機構」という。）に関し必要な
事項を定める。
（業務） （業務）

第２条 機構は、環境安全保健業務を推進する全 第２条
学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 環境安全保健に関する業務の推進及び連絡 (1)
調整に関すること。

(2) 事業場（京都大学安全衛生管理規程（平成 (2)
１９年達示第８号。以下この号において「安
衛規程」という。）第９条第１項に定めるも （同 左）
のをいう。）又は部局（安衛規程第２条第７
号に定めるものをいう。）における環境安全
保健に関する業務の支援に関すること。

(3) 環境安全保健に関する教育訓練、講習会そ (3)
の他啓発活動に関すること。

(4) その他環境安全保健業務に関し、機構長が (4)
必要と認めること。

２ 環境安全衛生部は、機構において前項各号に
掲げる業務の実施に当たる。

３ 放射性同位元素総合センター、環境保全セン
ター、低温物質科学研究センター、保健管理セ
ンター、カウンセリングセンター及び医学研究
科附属ゲノム医学センター（以下「各センター」
という。）は、第１項各号に掲げる業務の支援
を行う。
（機構長） （機構長）

第３条 機構に、機構長を置く。 第３条
２ 機構長は、本学の教職員のうちから、総長が ２

指名する。
３ 機構長の任期は、２年の範囲内で総長が定め ３ （同 左）

る。ただし、指名する総長の任期の終期を超え
ることはできない。

４ 機構長は、再任されることがある。 ４
５ 機構長は、機構の所務を掌理する。 ５

（副機構長）
第４条 機構に、副機構長を置くことができる。
２ 副機構長は、本学の教職員のうちから機構長

が指名し、総長が委嘱する。
３ 副機構長の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。ただし、指名する機構長の任期の終期を超
えることはできない。

４ 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故
があるときは、その職務を代行する。

（運営委員会） （運営協議会）
第４条 機構に、機構の運営及び業務に関する重 第５条 機構に、その運営に関する重要事項を審

要事項を審議するため、運営委員会を置く。 議するため、運営協議会（以下「協議会」とい
う。）を置く。

第５条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で 第６条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組
組織する。 織する。
(1) 機構長 (1) 機構長
(2) 安全管理担当の理事 (2) 副機構長
(3) 各センターの長 (3) 研究科長 若干名
(4) 部局長又は部局の安全衛生管理担当者 若 (4) 研究所長 若干名

干名
(5) 環境安全衛生部長 (5) 総括産業医



改 正 前 改 正 後
(6) その他機構長が必要と認めた者 若干名 (6) 第１０条第４項に定める部門長

(7) 第１１条第３項に定めるセンター長
(8) 機構の専任の教授
(9) 施設部長
(10) その他機構長が必要と認めた者 若干名

２ 前項第４号及び第６号の委員は、機構長が委 ２ 前項第３号、第４号及び第１０号の協議員は、
嘱する。 機構長が委嘱する。

３ 第１項第４号及び第６号の委員の任期は、２ ３ 第１項第３号、第４号及び第１０号の協議員
年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員 の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、
の任期は、前任者の残任期間とする。 補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とす

る。
第６条 機構長は、運営委員会を招集し、議長と 第７条 機構長は、協議会を招集し、議長となる。

なる。
第７条 運営委員会は、委員（海外渡航中の者を 第８条 協議会は、協議員（海外渡航中の者を除

除く。）の過半数が出席しなければ、開くこと く。）の過半数が出席しなければ、開くことが
ができない。 できない。

２ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をも ２ 協議会の議事は、出席協議員の過半数をもっ
って決し、可否同数のときは、議長が決する。 て決し、可否同数のときは、議長が決する。

第８条 運営委員会に、必要に応じて専門委員会
を置くことができる。

２ 専門委員会の委員は、運営委員会の議に基づ
き機構長が委嘱する。

第９条 前５条に定めるもののほか、運営委員会 第９条 前４条に定めるもののほか、協議会の運
の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定め 営に関し必要な事項は、協議会が定める。
る。 （部門）

第１０条 機構に、次に掲げる部門を置く。
環境管理部門
安全管理部門
放射線管理部門
健康管理部門

２ 部門及び施設部環境安全保健課は、機構にお
いて第２条第１項各号に掲げる業務の実施に当
たる。

３ 低温物質科学研究センター及びカウンセリン
グセンターは、第１項に定める部門が行う業務
の協力を行う。

４ 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちか
ら、機構長が指名する。

５ 部門長の任期は、２年とし、再任を妨げない。
ただし、指名する機構長の任期の終期を超える
ことはできない。
（附属センター）

第１１条 機構に、次に掲げる附属センター（以
下「センター」という。）を置く。
環境科学センター
安全科学センター
放射性同位元素総合センター
健康科学センター

２ センターは、第２条第１項各号に掲げる業務
に関する研究を行う。

３ センターにセンター長を置き、本学の専任の
教授のうちから、協議会の議に基づき、機構長
が指名する。

４ センター長の任期は、２年とし、再任を妨げ
ない。
（専門委員会）

第１２条 機構に専門委員会を置く。
２ 専門委員会に関し必要な事項は、機構長が定

める。



改 正 前 改 正 後
（機構に関する事務） （機構に関する事務）

第１０条 機構に関する事務は、環境安全衛生部 第１３条 機構に関する事務は、施設部環境安全
において行う。 保健課において行う。
（内部組織に関する委任） （内部組織に関する委任）

第１１条 この規程に定めるもののほか、機構の 第１４条 （同 左）
内部組織については、機構長が定める。
（雑則） （雑則）

第１２条 この規程に定めるもののほか、機構に 第１５条 （同 左）
関し必要な事項は、機構長が定める。

附 則
１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。
２ 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学放射性同位元素総合センター規程
（昭和５１年達示第４１号）

(2) 京都大学放射性同位元素総合センター利用規
程（昭和５４年達示第１号）

(3) 京都大学環境保全センター規程（昭和５２年
達示第２０号）

(4) 京都大学放射性同位元素等管理委員会規程
（昭和３５年達示第１３号）

(5) 京都大学核燃料物質管理委員会規程（平成４
年達示第１９号）


